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会社法研究会資料

 

社外取締役 在 方等 関 検討 

 

第  社外取締役 選任義務付け等 要否等 

  会社法 一部を改正 法 成 法 第 号 以下 成 改

正法 いう。 施行 社外取締役 選任状況， 社外取締役を置くこ 相

当 い理 説明義務 会社法第 条 等 運用状況及び社外取締

役 選任 効果 関 実証研究 内容等を踏まえ，社外取締役 選任義務付け

等 要否等 い ， う 考え 。 

 

   補足説明  

    第 回会議 ， 成 改正法 施行 場会社 東証一部 社外

締役 選任比率 ， 成 ． ント， 成 ．

ント い 現状を踏まえ，社外 締役 選任義務付 い ，社外 締

役を置 く い 自信を持 説明 い 会社 強 良い いう

懸念 あ いう意見，信念を持 社外 締役 い い方 良い 考え い 会社

強 マイナ あ いう意見，社外 締役 ，少数株主を含 全

株主 共通 株主共 利益を代弁 立場 あ ， 会社 基本的 一

人 必要 あ いう意見，監査役会設置会社 ，社外監査役 必要 ， 締

役会 ン ，社外者 選任を既 義務付 い いう評価 あ

い いう意見等 あ 第 回会議議事要 頁， 頁 。 

 

第  株主提案権 行使期限 前倒 要否 

  株主提案権 株主総会 日 週間前ま 行使 け い さ い

こ 会社法第 条第 項，第 条第 項 ，会社 株主総会 日

週間前 く招集通知を発送 こ い いう指摘 あ ，こ

う 指摘 い ， う 考え 。 

 

   補足説明  

     第 回会議 ，招集通知 期発送 係 ，株主総会 日 週間前ま

いう株主提案権 行使期限 い 前倒 必要 あ いう指摘や，

招集通知 発送 期化 い 中 ，提案数 限さ 対応

い ，株主総会 日 週間前ま いう期間 い ， う

少 前倒 ほ い いう指摘等 あ 第 回会議議事要 頁 。 

     会社法 ，株主提案権 株主総会 日 週間前ま 行使

い さ い 会社法第 条第 項，第 条第 項 ，株主提
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案権 適法 行使さ 場合 ，株主 提案 係 議案 要領を招集通知 記

載又 記録 ，株主総会参考書類を作成 必要 あ 会社 ，

株主総会参考書類 株主提案 係 議案及び提案 理 等を記載

い さ い 会社法施行規則第 条 。 ，会社 ，株主提案権

行使 有無等を確認 ， わ ，株主総会 日 週間前ま あ 株

主提案権 行使期限 ，招集通知を発送 ，さ ，

仮 ，株主提案権 行使さ 場合 ，実務 ，株主総会 日 週間前ま

あ 株主提案権 行使期限 ，更 適法性 検討 要 期間 経過

，招集通知を発送 い 考え 。 

     う 現行法 規 を前提 ，招集通知 期発送 係 ，株

主総会 日 週間前ま あ 株主提案権 行使期限を前倒 べ あ

いう議論 ， 株主総会 日 週間前 く招集通知を発送

い いう問題 ， 株主総会 日 週間前 く発送 わ い

，株主総会 日 週間前 く招集通知を発送 場合 ，株主総会 日

週間前 招集通知 発送ま 期間 短く ，株主提案 適法性を

検討 期間 短く まう いう問題 あ 考え 。 

     ま ， 問題 い ，現在 ，実務 ，招集通知 発送 期化 ，

株主総会 日 週間前程 ，招集通知 発送さ い ，株主総会 日

週間前ま あ 株主提案権 行使期限 ，株主提案権 行使さ

場合 大多数 会社 株主提案権 行使自体 さ い い。，招集

通知 発送 更 期化を わ ， さ い

い現在 い ，株主総会 日 週間前 く招集通知を発送

う 現行法 規 を変更 必要 あ 疑問 あ いう考え方

あ 得 。ま ，株主提案権 行使期限を前倒 ，招集通知 発

送期限 現行法 規 まま ，会社 必 株主総会 日 週間前 く

招集通知を発送 確保さ わ い ，株主提案権 行使期限

を前倒 目的を 成 い 考え 。 

      次 ， 問題 い ，特 ，株主 多く 議案 提案さ 場合 顕

在化 ，株主提案権 濫用的 行使を 限 立法的手当

，特 ，株主 提案 議案 数を 限 立法的手当 を講

場合 ， 問題 相当程 解消 考え ，特段 立法的手当

を講 必要 い いう考え方 あ 得 。 

      さ ， 成 商法改正 い ，株主提案権 行使期限を株主総会

日 週間前 週間前 前倒 理 ，株主提案を 招集通知

発送ま 週間 い ，招集通知 印 等 対応

い いう実務 要望 応 あ 始 頁 。 ，株主 ，株主提

案権 行使時 株主総会 日を正確 知 い 通常 あ 江頭

頁注 ， 週間前を更 前倒 場合 ，株主提案権 行使期限 更

ま ，株主提案権を行使 株主 ，株主総会 会社
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提案 内容や行使期限 具体的 時点を予測 及び株主総会 近接 時

期ま 会社 状況を見極 状況 応 株主提案権を行使 一

層困難 あ ， 及び い 問題 い ，株主

側 利益 配慮 必要 あ 考え 。 

 

第  責任追及等 訴え 係 訴訟 け 和解 

  会社 訴訟 け 和解 当事者 参加 場合 規  

   会社 監査役設置会社，監査等委員会設置会社及び指 委員会等設置会社 限

。以下 。 取締役 監査等委員又 監査委員 あ 取締役を除く。以下

。 又 執行役 対 責任追及等 訴え 係 訴訟 け 和解 当事者

参加 場合 規 を以下 う こ い ， う 考え

。 

   (1) 会社を代表 者 ，監査役，監査等委員会 選定 監査等委員又 監

査委員 選定 監査委員 。 

   (「) 訴訟 け 和解を ，各監査役，各監査等委員又 各監査委

員 意を必要 。 

     注 会社 当該訴訟 け 和解 当事者 原告 参加 ，

当該訴訟 い 会社を代表 い 者 当該訴訟 け 和解 い 会

社を代表 ， 会社 当該訴訟 け 和解 当事者 利害関係人又 補助参

加人 参加 ，各監査役，監査等委員会 選定 監査等委員

又 監査委員 選定 監査委員 当該訴訟 け 和解 い 会社を代表

こ を前提 い 。 

     注 会社 当該訴訟 被告 補助参加 い 場合 あ ，当該訴訟

け 和解 当事者 参加 い ，会社 責任追及等 訴え 係

訴訟 け 和解 当事者 会社法第 条第 項 く，裁 所 ，

条第 項 基 ，和解 内容を各監査役，各監査等委員又 各監査委員

通知 ， ，異議 あ 異議を述べ べ を催告 け

いこ を前提 い 。 

     注 会社 当該訴訟 被告 補助参加 場合 ，代表取締役又 代表執

行役 会社を代表 解さ い 会社法第 条第 項参照 こ ，

前記(1 ) ，当該訴訟 け 和解 い ，当該訴訟 い ま

会社を代表 い 代表取締役又 代表執行役 く，監査役，監査等委

員会 選定 監査等委員又 監査委員会 選定 監査委員 代表 考

え こ い ， う 考え 。 

     注 各監査役，各監査等委員又 各監査委員 意を要求 こ 前記

(「 ) 代え ，又 こ 加え ，利益相反取引 取締役会 決議

承認を必要 こ い ， う 考え 。 

  会社 訴訟 け 和解 当事者 参加 い場合 規  

   会社 取締役又 執行役 対 責任追及等 訴え 係 訴訟 け 和解
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当事者 参加 い場合 け 会社法第 条第 項 定 異議 ，

各監査役，各監査等委員又 各監査委員 述べ こ こ

こ い ， う 考え 。 

 

   補足説明  

    会社 訴訟 和解 当事者 参加 場合 規  

    (1) 会社 締役又 執行役 対 責任追及等 訴え 係 訴訟 原告

い 場合 い ，当該訴訟 和解 当事者 参加 ，当該

訴訟 い 会社を代表 い 者 当該訴訟 和解 い 会社を代

表 ，各監査役，各監査等委員又 各監査委員 意を必要

い 。 締役又 執行役 対 責任追及等 訴えを提起 場

合 ，監査役設置会社 い 各監査役 会社を代表 ，監査等委員会

設置会社及び指 委員会等設置会社 い 監査等委員会及び監査委員会

選定さ 者 会社を代表 さ い 会社法第

条第 項第 号，第 条 第 項第 号，第 条第 項第 号 ，

監査等委員会設置会社及び指 委員会等設置会社 い ，各監査等委員及び

各監査委員 意 必要 い いう考え方 あ 得 。 ，当該訴訟

和解を 否 い ， 性質 ，慎重 断 必要 あ ，

補助参加や責任 一部免除等 い ，各監査等委員及び各監査委員 意

必要 さ い を踏まえ 会社法第 条第 項，第 条第

項，第 条第 項，第 条第 項 ，監査等委員会設置会社及び指 委員

会等設置会社 い ，各監査等委員及び各監査委員 意 必要 あ

べ 思わ 。 

      ま ，会社 締役又 執行役 対 責任追及等 訴え 係 訴訟 原告

い い場合 い ，当該訴訟 和解 当事者 利害 係人又 補

助参加人 参加 い ，当該訴訟 原告 い 場合

様 考え い 。 

    (「) 会社 締役又 執行役 対 責任追及等 訴え 係 訴訟 被告 会社

補助参加 い 場合 あ ，当該訴訟 和解 参加 い ，

当該会社 責任追及等 訴え 係 訴訟 和解 当事者 会社法第

条第 項 い いう解釈を前提 い 類型 頁， 頁，

浜 ほ 頁 市原義孝 。 

    (」) 各監査役，各監査等委員又 各監査委員 意 代え ，又 加え ，

利益相反 引 締役会決議を必要 べ いう考え方 あ 得 。

，会社法第 条第 項第 号，第 条 第 項第 号，第 条

第 項第 号 ，訴え 提起権限を監査役等 与え ，訴え 提起，訴訟追

行，和解， 等 権限 全 監査役等 集中 趣 あ ， 範

囲 ，代表 締役 会社代表権 及 い く， 締役会 業務執行

意思決定 権 及 い 考え あ 商法第 条
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，新注釈 頁 鴻常 参照 ，利益相反 引規 締役会

決議 必要 あ 考え い 思わ 。 

      ま ，会社 訴訟 和解 当事者 参加 場合 利益相反 引

締役会 決議 必要 あ 考え あ ，会社 訴訟 和解

当事者 参加 い場合 会社法第 条第 項 定 異議を

述べ う い ，利益相反 引 締役会 決議を必要

い 考え う を検討 必要 あ 思わ 。 

    会社 訴訟 和解 当事者 参加 い場合 規  

     会社 訴訟 和解を 各監査役，各監査等委員又 各監査委員

意を必要 場合 前記 (1)参照 ，会社法第 条第 項

定 異議 各監査役，各監査等委員又 各監査委員 述べ

べ 考え 。 
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